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名古屋市精神障害者家族ピアサポート総合事業 講演会 

 

 

 

 

 

 

講師：吉田みゆき先生 
同朋大学社会福祉学部教授 

日時  令和３年６月２６日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

会場  名古屋市総合社会福祉会館７階研修室（地下鉄名城線「黒川」下車５分 

～新型コロナウイルス感染防止対策ご協力のお願い～ 

１．会場の入場定員は「上限５０名」です。家族会会員以外の方は、事前に参加申

し込みが必要となります。定員に達しましたら受付を締め切らせていただきます。

２．名家連加盟家族会会員は各家族会でとりまとめます。 

３．当日は、受付にてマスク着用、検温、消毒、名簿記入などをお願い致します。 

―――――――――――――――  キリトリ線 ――――――――――――― 

講演会申込用紙(家族会会員以外の参加者用) 

申込先：FAX専用 ０５０－３１３８－５５７６  mail:meikaren@movie.ocn.ne.jp 

ふりがな  

氏名  

連絡先電話番号 ※必須  

※新型コロナウイルス感染拡大状況などにより、中止・延期となる場合がありま

す。その場合は電話でご連絡致しますので、電話番号を必ずご記入ください。 

※尚、当会のホームページ http://meikaren.sakura.ne.jpもご覧いただ

きますようご案内申し上げます。 

令和 3 年 6 月 8 日（火） 

発行：特定非営利活動法人  

名古屋市精神障害者家族会連合会 

会 長  堀田 明 

TEL/FAX(052)846-5576  NO.808 号 
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〜社会生活スキルトレーニングが

意味するところ〜 

http://meikaren.sakura.ne.jp/


 

障害者への新型コロナワクチン接種のお知らせ 

名古屋市 ６月３０日に接種案内の郵送予定 
名古屋市は、７月に始める６４歳以下の新型コロナワクチン接種で、「障害者への接種クーポン

券を６月３０日に発送する」と、６月２日に開催された障害者団体連絡会で伝えました。 

情報提供者：堀田会長/池山副会長 

名古屋市（市長部局） 障害者活躍推進計画の概要 
計画期間：令和 2年 4月 1日～令和 4年 3月 31日（2年間） 

名古屋市における障害者雇用に関する課題等 

○本市では、障害者の雇用の促進等に関する法律等に基づき、これまで、常勤・非常勤職員の

採用や、働きやすい職場環境の整備など、障害者雇用に積極的に取り組んできました。 

○平成 30 年 8 月、公務部門における対象障害者の不適切計上の実態が全国的に判明し、本

市においても再点検を行いました。本市では、障害者手帳を有する職員について、手帳を直接

確認したうえで障害者として計上していたことから、中央省庁等のような水増しはありませんで

した。本市では、正規職員の採用として昭和 53 年度から身体障害者を対象とする採用選考（事

務職）を、平成 19 年度からは知的障害者を対象とする採用選考（労務職）を実施し、福祉施設

等での清掃業務や事務補助等の業務をおこなっています。 

○非正規職員の採用選考については、平成 18 年度から知的障害者を対象に、平成 21 年度か

らは精神障害者、平成 22年度からは身体障害者についても選考を実施しております。 

○令和2年度からは、対象を身体障害者に限定していた正規職員（事務職）の採用について、知

的障害者と精神障害者にも拡大し、採用選考を実施予定です。 

障害者の活躍を推進する体制整備 

○総務局職員部人事課長を「障害者雇用推進者」として選任し、

全庁的に取組を推進します（令和元年 12月 5日に選任済）。 

○障害者雇用推進者、会計担当部署の責任者、出先機関の組

織・定員管理を担当する部署の責任者、障害者である職員等を

構成員とする「障害者雇用推進チーム」を設置します。 

○「障害者雇用推進チーム」については、原則として年 2回程度開催し、障害者活躍推進計画の

実施状況の点検・見直し等を議題として扱います。各局区室の人事担当課に「障害者職業生活

相談員」を配置します（令和元年 12月 5日に選任済）。 

○障害者職業生活相談員に選任された者は、障害理解を深め、障害のある職員を適切に支援

するため、愛知労働局が開催する「障害者職業生活相談員資格認定講習」などを受講することと

します。障害のある職員本人や、職場で支援にあたる管理監督者等が相談できる

窓口を各局区室の人事担当課等に設置します。相談者の意向等を踏まえ、必要に

応じて、産業医とも連携を図ります。 

○愛知労働局、名古屋中公共職業安定所、その他障害者が利用している支援機

関等と連携体制を構築し、役割分担及び各種相談先を整理した上、関係者間で共有します。 


